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部活動再開についてのお知らせ 

 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただき，ありがとうございます。 

この度，令和３年５月３１日（月）まで延長されていた緊急事態措置が，令和３年６月２０日（日）

まで延長されることになりました。これを受けまして，京都市教育委員会の通知に従い，緊急事態

措置の期間中は，以下の条件のもとで，感染予防対策を徹底したうえで，部活動を再開することと

します。 

＊活動場所を原則校内に限定し，活動日の別を問わず，活動時間を２時間以内とする。 

＊生徒同士が組み合うことが主体となる活動や身体接触を伴う活動，大きな発声や激しい呼吸を

伴う活動など感染リスクの高い活動については控える。 

＊用具の共用は可能な限り避け，やむをえず共用する場合には，使用前後の消毒及び手洗いを徹

底する。 

＊大会・発表会等の参加については，公式な全国大会・近畿大会及びそれらにつながる大会等の

みの参加とする。 

＊出席停止等により登校していない生徒の部活動のみの参加は認めない。 

＊活動の様態や生徒の様子を踏まえて，臨機応変にマスクの取外しを指導するなど，熱中症予防

を優先した対応をとる。 

 なお，部活動を中止してから一月以上の期間が経過していること等を踏まえて，暑熱順化，ケガ・

事故防止等や安全の確保についても留意して参りますが，体調が優れない場合は，無理して参加す

ることのないように，ご家庭でもご指導いただきますようお願いいたします。 

また，今後，京都府内の感染状況や国の動向，京都市教育委員会からの通知等を踏まえ，対応を

変更する場合については改めてお知らせいたします。 

御理解・御協力のほど，どうぞよろしくお願いいたします。 


